
香芝市監査委員告示第１５号 
 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づき、令和８年２

月２４日に請求のあった監査を実施しましたので、その結果を同条第５項の規定に基づき

別紙のとおり公表します。 

 

 
 
令和８年４月２１日 
 
 

香芝市監査委員  近 藤  洋 

香芝市監査委員   下 村 佳 史 

 

 

  



住民監査請求に基づく監査結果報告書 

 

第１ 請求の内容 

 １ 請求人 

     住所  香芝市（省略） 

     氏名  （省略） 

 ２ 請求の要旨  

（１）請求の趣旨 

監査委員において、以下の違法な公金支出について監査を実施し、違法支出の

認定及び関係職員に対する損害賠償請求の必要な是正措置を講ずるよう勧告する

ことを求める。 

（２）款を超える違法流用(明文違反) 

イ 事実 

令和６年度一般会計 

款２総務費 項１総務管理費 目４財産管理費 節 1 7 備品購人費から、以下

の支出がなされている。 

収集センター備品調達４３０，６５０円 

保健センター備品調達３５２，３３０円 

ふたかみ文化センター（生涯学習課）備品調達５７０，６８０円 

合計１，３５３，６６０円 

これらは衛生費及び教育費に属する施設の備品である。 

ロ 法令違反 

地方自治法第２２０条第２項は、歳出予算の経費は各款の間において相互に

これを流用することができないと規定する。 

本件支出は、形式上総務費から支出されているものの、実質的には衛生費及

び教育費に属する施設の備品購入であり、地方自治法第２２０条第２項が禁止

する款間流用に該当する疑いが極めて強い。 

特に教育費は教育委員会の所管であり、市長部局には支出権限がない。 

よって本件は、款間流用違反、権限外支出及び目的外支出に該当する違法な

公金支出であり、少なくとも裁量の逸脱又は濫用が認められる。 

（３）款間流用に関する根拠説明の不存在 

令和７年１２月議会決算特別委員会において、委員が「款を跨ぐ流用は地方自

治法により禁止されているが、その法的根拠を示されたい」と質したところ、理

事者は「庁内弁護士が問題ないと言っている」と答弁するにとどまり、具体的な

条文根拠又は例外規定の提示はなされなかった。 

地方自治法第２２０条第２項は、歳出予算の各款間流用を原則として禁止して

いる。 



したがって、本件支出が適法であるというのであれば、どの法令上の根拠に基

づくのか及びどの手続を経たのかを明確に説明する必要がある。 

しかしながら、議会において具体的根拠は示されておらず、本件は法令適合性

について重大な疑義がある。 

よって、本件については、款間流用の適法性の有無を厳格に監査されたい。 

（４）分割発注による随意契約の違法 

イ 防犯カメラ 

２９７，０００円(１２月１８日) 

５９８，４００円(３月１８日)  

合計８９５，４００円 

規則では財産購人の随意契約限度額は８０万円(令和６年度)。 

合算すれば人札対象金額である。 にもかかわらず分割発注されている。 

ロ 同日同業者集中発注 

令和７年２月７日、 

庁舎備品 ４４９，２４０円 

収集センター備品 ４３０，６５０円 

保健センター備品 ３５２，３３０円 

生涯学習課備品 ５７０，６８０円 

合計 １，８０２，９００円 

がすべて、同日起案、同日契約及び同一業者(省略)で、全て随意契約であ

る。 

これは一括発注が可能であったにもかかわらず、結果として分割された形と

なっており、契約手続の選択について合理的理由の説明が必要である。 

また、このような同日同業者による多数契約の分割は、随意契約限度額を形

式的に下回らせるための処理であったとの合理的推認を強く基礎付けるもので

あり、少なくとも契約手続選択における裁量の逸脱又は濫用が疑われる。 

したがって、本件処理は地方自治法施行令第１６７条の２の趣旨を逸脱する

違法な契約手続である疑いが極めて強い。 

（５）理事者答弁との整合性欠如 

令和７年１２月議会決算特別委員会において、理事者は、本件備品購入につい

て「機構改革により庁舎整備が必要であったため総務管理費で購入した」旨を答

弁している。 

しかしながら、令和６年度福祉センター費(款３・項１・目９・節１７ ) にお

ける備品購人については、単独で人札が実施されている。 

仮に機構改革に伴う庁舎整備が理由であるならば、備品購人は統一的に入札手

続に付されるべきであるにもかかわらず、本件では同日発注で合計１，８０２，

９００円に達する契約を分割し、随意契約として処理している。 



この処理は、理事者答弁との整合性を欠き、随意契約制度の趣旨を潜脱するも

のである疑いがある。 

よって、本件については契約手続の適法性及び裁量権行使の相当性について、

厳格な監査が必要である。 

（６）前回監査との関係 

令和７年９月、香芝市議会から地方自治法第９８条第２項に基づく監査請求が

行われた。 

しかし、令和７年１１月２７日付監査結果報告書を精査したところ、款間流用

及び分割発注の適法性については何らの判断も示されておらず、当該争点につい

て実質的な審査及び法的評価は一切行われていない。 

よって本件は未監査事項であり、本請求は適法である。 

（７）結論 

本件は単なる説明不足ではなく、明文違反である。 

監査委員において違法を認定し、関係職員への賠償請求その他の是正措置を講

ずるよう強く求める。 

    添付書類（略） 

３ 請求書の受理 

令和８年２月２４日に住民監査請求書が提出され、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号。以下「法」という。）第２４２条の所定の要件を具備しているものと認

め同日付けで受理した。 

第２ 監査の実施 

 １ 監査対象事項 

本件請求書に記載されている「２ 請求の要旨」（１）から（７）までの請求事項

の趣旨を勘案し、（２）の「款を超える流用が違法に行われたかどうか」及び（４）

の「分割発注による随意契約が違法であり、市に損害を与えたかどうか」の２点を監

査対象事項と判断し実施した。 

２ 監査対象部局 総務部管財課 

３ 陳述の聴取及び証拠の提出等 

法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に意見の陳述の機会を設け、令和８年

３月１２日に意見の陳述を行った。なお、令和８年４月１３日に請求人から新たな証

拠の提出があった。 

また、令和８年３月１２日及び同月２５日に令和６年度に総務部管財課長の職にあ

ったものから事情の聴取を行った。 

４ 「款を超える流用が違法に行われたかどうか」に係る事実関係の確認について 

（１）予算の流用について 

流用とは一定の目的に充てた経費を抑制して、その財源を他の支出費目の増額

に充当することをいう。 



流用は、予算の補正を伴わないで、予算執行上の処理として行うものである。

歳出予算の経費の金額は、各款の間において相互にこれを流用することができな

い。各項の経費の金額についても、原則として流用は禁止されているが、予算の

執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、その流用が認められ

ている。 

したがって、各款の経費の金額について増減するには、予算の補正によって措

置するほかはない。なお、目、節の流用については、目、節そのものがいわゆる

執行科目であり、地方公共団体の長が予算を執行するために設けられる科目であ

るから、別段議会の議決を要しない。 

（２）流用に係る法及び地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」と

いう。）の規定について 

法等において予算の流用について、次のとおり規定している。 

地方自治法 

（予算の内容） 

第２１５条 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。 

(1) 歳入歳出予算 

(2) 継続費 

(3) 繰越明許費 

(4) 債務負担行為 

(5) 地方債 

(6) 一時借入金 

(7) 歳出予算の各項の経費の金額の流用 

（予算の執行及び事故繰越し） 

第２２０条 （略） 

２ 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用

することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上

必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することがで

きる。 

３ （略） 

地方自治法施行令 

（予算が成立したとき等の通知） 

第１５１条 普通地方公共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当し

たとき、予備費を充当したとき、又は法第二百二十条第二項ただし書の規定に

より歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者

に通知しなければならない。 

（３）請求人が違法な流用であると主張する行為について 

    令和６年度の収集センター、保健センター及びふたかみ文化センターにおける



事務机等の備品調達は、総務費から衛生費及び教育費への款を跨いだ流用であ

り、法第２２０条第２項の規定に違反するものである。 

イ 請求人が請求の要旨（２）において款を超える違法流用であると主張する支

出についての詳細は次のとおりである。 

     （イ）香芝市収集センター（廃棄物対策課）備品調達 

       ａ 品名 NAIKI 事務机【XED147F-WH】 

     単価 金３４，４００円    数量 １台 

ｂ 品名 NAIKI 事務机【XED107F-WH】 

     単価 金２５，５００円    数量 ４台 

ｃ 品名 NAIKI ワゴン【XE046YC-W】 

     単価 金２６，６００円    数量 ６台 

ｄ 品名 アイリスチトセ 事務椅子【SFN-46MO-M】（単輪ｺﾞﾑｷｬｽﾀｰ付） 

     単価 金１９，１００円    数量 ５脚 

（支出科目） (款)２総務費、(項)１総務管理費、(目)４財産管理費、 

(節)１７備品購入費 

（支出負担行為書起票日） 令和７年２月７日 

（契約日）  令和７年２月１４日  （契約金額） 金４３０，６５０円 

     （ロ）保健センター備品調達 

 ａ 品名 NAIKI 事務机【XED147F-WH】 

      単価 金３４，４００円    数量 １台 

ｂ 品名 NAIKI 事務机【XED107F-WH】 

     単価 金２５，５００円    数量 ３台 

ｃ 品名 NAIKI ワゴン【XE046YC-W】 

     単価 金２６，６００円    数量 ５台 

ｄ 品名 アイリスチトセ 事務椅子【SFN-46MO-M】（単輪ｺﾞﾑｷｬｽﾀｰ付） 

     単価 金１９，１００円    数量 ４脚 

（支出科目） (款)２総務費、(項)１総務管理費、(目)４財産管理費、 

(節)１７備品購入費 

       （支出負担行為書起票日） 令和７年２月７日 

（契約日）  令和７年２月１４日 （契約金額） 金３５２，３３０円 

     （ハ）ふたかみ文化センター（生涯学習課）備品調達 

ａ 品名 NAIKI 事務机【XED117F-WH】 

      単価 金２６，３００円   数量 ７台 

ｂ 品名 NAIKI ワゴン【XE046YC-W】 

     単価 金２６，６００円   数量 ７台 

ｃ 品名 アイリスチトセ 事務椅子【SFN-46MO-M】 

     単価 金１６，５００円   数量 ９脚 



（支出科目） (款)２総務費、(項)１総務管理費、(目)４財産管理費、 

(節)１７備品購入費 

       （支出負担行為書起票日） 令和７年２月７日 

（契約日）  令和７年２月１４日 （契約金額） 金５７０，６８０円 

ロ 前記（イ）、（ロ）及び（ハ）の事務机等の備品購入については、令和６年度

当初予算要求時及び令和６年９月議会における補正予算案の上程時には予定さ

れていなかったものであり、当該補正予算については市長部局だけでなく教育

部も含めた市役所庁舎における事務机等の購入に係る予算計上であった。 

ハ 上記ロの市役所庁舎における事務机等の備品購入に係る一般競争入札を令和

６年１１月１２日に実施し、補正予算額３０，２００，０００円のうち１６，

３８７，８００円を支出して下記の備品を購入したものである。 

ａ 品名 NAIKI 事務机【XEHH167F-WH】 

     単価 金３０，０００円   数量 ５台 

ｂ 品名 NAIKI 事務机【XEHH147F-WH】 

      単価 金２８，５００円   数量 ３０台 

ｃ 品名 NAIKI 事務机【XEHH117F-WH】 

      単価 金２１，８００円   数量 １７５台 

ｄ 品名 NAIKI ワゴン【XE046YC-W】 

     単価 金２０，３００円   数量 ２４５台 

ｅ 品名 アイリスチトセ 事務椅子【SFN-46MI-M】（ｺﾞﾑｷｬｽﾀｰ付） 

     単価 金２０，０００円   数量 ２５０脚 

ｆ 品名 NAIKI 会議テーブル【KMY1845-WE-WH】 

     単価 金２１，２００円   数量 １台 

ｇ 品名 NAIKI 会議テーブル【KMY1245-W-WH】 

     単価 金１６，６６０円   数量 ５台 

ニ 令和８年３月１２日の職員事情聴取において、上記ハの事務机等の備品購入

を決定した後に、市役所庁舎以外の勤務場所の職員から同様の備品の更新依頼

が管財課に対して行われたことから、収集センター、保健センター及びふたか

み文化センターについても同様に管財課において事務机等の備品購入を決定し

た、との説明を受けたものである。 

ホ 上記イ（イ）、（ロ）及び（ハ）の備品購入に当たっては、市役所庁舎におけ

る備品購入と同一の支出科目である、（款）２総務費、（項）１総務管理費、

（目）４財産管理費、（節）１７備品購入費による購入であり、上記ハの一般

競争入札における、いわゆる契約差金から支出したものであると考えられる。 

ヘ したがって、上記イ（イ）、（ロ）及び（ハ）の事務机等の備品購入について

の財務会計上の行為としては、それぞれ令和７年２月７日に支出負担行為書が

起票され同年３月３１日に支出命令書が起票されているものであり、「流用」



という財務会計上の行為は行われていない。 

５ 「分割発注による随意契約が違法であり、市に損害を与えたかどうか」に係る事実

関係の確認について 

（１）随意契約について 

法第２３４条の主旨は、契約事務の執行については公正を持って第一義とし

て、機会均等の理念に最も適合し、かつ経済性を確保しうるという観点から、一

般競争入札を原則とするものであり、指名競争入札、随意契約又はせり売りは、

政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができるとされてい

る。 

     令第１６７条の２第１項第１号においては、「売買、貸借、請負その他の契約

でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第

五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方

公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。」は随意契約によること

ができると規定されている。また、下記の本市の規則により備品購入について

は、令和６年度においては８０万円が限度とされている。 

令和６年度における香芝市契約規則 

（随意契約) 

第１６条 随意契約によることができる場合における令第１６７条の２第１項第

１号に規定する予定価格(単価による契約にあっては、購入等の予定単価に予

定数量を乗じて得た金額)(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総

額)の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりと

する。 

(1) 工事又は製造の請負 50 万円 

(2) 財産の買入れ 80 万円 

(3) 物件の借入れ 40 万円 

(4) 財産の売払い 30 万円 

(5) 物件の貸付け 30 万円 

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50 万円 

２ 随意契約の方法による契約を締結しようとする場合においては、見積りに

必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を提出させなければ

ならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を提出させる必要がな

いと認められるものについては、この限りでない。 

３ 略 

 （２）請求人が違法な分割発注による随意契約であると主張する防犯カメラの購入に

ついて 

イ 当該備品購入の詳細は次のとおりである。 

（イ）会議室棟防犯カメラ 



        （支出科目） (款)２総務費、(項)１総務管理費、(目)４財産管理費、 

(節)１７備品購入費 

（契約内容） 市庁舎会議室棟防犯カメラ 

        （支出負担行為書起票日） 令和６年１２月１８日 

（契約日） 香芝市契約規則（以下「規則」という。）第１８条第１項

の規定により契約書省略 

（契約金額） 金２９７，０００円 

（契約相手方） Ａ社 

（支出命令書起票日） 令和７年１月１４日 

（契約方法）  令第１６７条の２第１項第１号の規定による随意契約

（以下「少額随意契約」という。） 

      （ロ）市役所庁舎用防犯カメラ 

（支出科目） (款)２総務費、(項)１総務管理費、(目)４財産管理費、 

(節)１７備品購入費 

（契約内容） 市役所庁舎２・３階防犯カメラ購入 

（支出負担行為書起票日） 令和７年３月１９日 

（契約日） 令和７年３月２１日 

（契約金額） 金５９８，４００円 

（契約相手方） Ａ社 

（支出命令書起票日） 令和７年３月３１日 

（契約方法） 少額随意契約 

ロ 上記イの随意契約においては、規則第１６条第２項の規定により（イ）及び

（ロ）ともに同じ３社から見積書を提出させ、最低価格を提示して契約を行っ

た相手方も同一である。 

ハ 上記イ（イ）の会議室棟防犯カメラについては、令和６年１０月２８日実施

の定期監査において、庁舎における万全なセキュリティを確保する観点から

「庁舎の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するためにも、会議室棟出入

口におけるカメラの設置など防犯上適切な措置を講じられたい。」との要望を

行ったことが購入動機となったものと考えられる。 

ニ 上記イ（ロ）の市役所庁舎用防犯カメラについては、令和８年３月１２日の

職員事情聴取において、来庁者によるトラブル事例が見られたことから状況確

認および証拠の保持の目的のため設置したとの説明を受けたものである。 

    ホ 上記イの２つの防犯カメラの支出負担行為書起票日はそれぞれ令和６年１２

月１８日及び令和７年３月１９日であり、起票期日において３か月程度の差異

がある。 

（３）請求人が違法な分割発注による随意契約であると主張する同日同業者集中発注に

ついて 



イ 当該備品購入の詳細は次のとおりである。 

（イ）庁舎備品 

 ａ 品名 NAIKI 事務机【XEHH117F-WH】 

       単価 金２８，４００円    数量 ４台 

ｂ 品名 NAIKI ワゴン【XE046YC-W】 

       単価 金２６，６００円    数量 ８台 

ｃ 品名 アイリスチトセ 事務椅子【SFN-46M1-M】（単輪ｺﾞﾑｷｬｽﾀｰ付） 

       単価 金２０，５００円    数量 ４脚 

（支出科目） (款)２総務費、(項)１総務管理費、(目)４財産管理費、 

(節)１７備品購入費 

       （契約内容） 香芝市庁舎（管財課）備品調達 

       （支出負担行為書起票日） 令和７年２月７日 

（契約日）  令和７年２月１４日 

（契約金額） 金４４９，２４０円 

（契約相手方） Ｂ社 

（支出命令書起票日） 令和 7年３月２１日 

（契約方法）   少額随意契約 

     （ロ）収集センター備品 

       ａ 品名 NAIKI 事務机【XED147F-WH】 

       単価 金３４，４００円    数量 １台 

ｂ 品名 NAIKI 事務机【XED107F-WH】 

       単価 金２５，５００円    数量 ４台 

ｃ 品名 NAIKI ワゴン【XE046YC-W】 

     単価 金２６，６００円    数量 ６台 

ｄ 品名 アイリスチトセ 事務椅子【SFN-46MO-M】（単輪ｺﾞﾑｷｬｽﾀｰ付） 

       単価 金１９，１００円    数量 ５脚 

（支出科目） (款)２総務費、(項)１総務管理費、(目)４財産管理費、 

(節)１７備品購入費 

（契約内容） 香芝市収集センター（廃棄物対策課）備品調達 

（支出負担行為書起票日） 令和７年２月７日 

（契約日）  令和７年２月１４日 （契約金額） 金４３０，６５０円 

（契約相手方） Ｂ社 

（支出命令書起票日） 令和 7年３月２１日 

（契約方法） 少額随意契約 

（ハ）保健センター備品 

 ａ 品名 NAIKI 事務机【XED147F-WH】 

        単価 金３４，４００円    数量 １台 



ｂ 品名 NAIKI 事務机【XED107F-WH】 

       単価 金２５，５００円    数量 ３台 

ｃ 品名 NAIKI ワゴン【XE046YC-W】 

     単価 金２６，６００円    数量 ５台 

ｄ 品名 アイリスチトセ 事務椅子【SFN-46MO-M】（単輪ｺﾞﾑｷｬｽﾀｰ付） 

       単価 金１９，１００円    数量 ４脚 

（支出科目） (款)２総務費、(項)１総務管理費、(目)４財産管理費、 

(節)１７備品購入費 

       （契約内容） 香芝市保健センター（健康衛生課）備品調達 

（支出負担行為書起票日） 令和７年２月７日 

（契約日）  令和７年２月１４日 

（契約金額） 金３５２，３３０円 

（契約相手方） Ｂ社 

（支出命令書起票日） 令和 7年３月２１日 

（契約方法） 少額随意契約 

     （ニ）生涯学習課備品 

ａ 品名 NAIKI 事務机【XED117F-WH】 

       単価 金２６，３００円   数量 ７台 

ｂ 品名 NAIKI ワゴン【XE046YC-W】 

       単価 金２６，６００円   数量 ７台 

ｃ 品名 アイリスチトセ 事務椅子【SFN-46MO-M】 

       単価 金１６，５００円   数量 ９脚 

（支出科目） (款)２総務費、(項)１総務管理費、(目)４財産管理費、 

(節)１７備品購入費 

       （契約内容） 香芝市ふたかみ文化センター（生涯学習課）備品調達 

（支出負担行為書起票日） 令和７年２月７日 

（契約日）  令和７年２月１４日  

（契約金額） 金５７０，６８０円 

（契約相手方） Ｂ社 

（支出命令書起票日） 令和 7年３月２１日 

（契約方法） 少額随意契約 

ロ 上記イ（イ）から（ニ）までの契約の支出科目は、すべて（款）２総務費、

（項）１総務管理費、（目）４財産管理費、（節）１７備品購入費である。 

ハ 上記イ（イ）から（ニ）までの契約は、すべて令和６年度当時の規則第１６

条第１項第２号に規定する金額の範囲内であることから随意契約の方法により

契約したものである。 

ニ 上記（３）イの（イ）から（ニ）までの随意契約においては、規則第１６条



第２項の規定によりすべて同じ３社から見積書を提出させ、最低価格を提示し

て契約を行った相手方も同一である。また、この契約の相手方は第２、４

（３）ハの備品を購入したのと同じ相手方である。 

ホ 令和８年３月１２日及び３月２５日の職員事情聴取において、それぞれ個別

に所管課から管財課に対して要望があったものであり、その都度管下職員に対

して購入に向けての指示を出しており、それぞれの所管により購入する品番等

も違ったことから一括して購入するという判断は行わなかったとの説明を受け

たものである。なお、契約方法において、市長等上司からの指示はなかったと

の説明も受けたものである。 

第３ 監査の結果 

 １ 監査委員の判断 

 （１）款を超える違法流用について 

法第２４２条第１項においては、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方

公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員につ

いて、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の

締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされる

ことが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法

若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下

「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監

査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該

怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体

の被つた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができ

る。」と規定されているように、請求の対象については、具体的な機関又は職員

の具体的な財務会計上の行為又は怠る事実に限られている。 

請求人は、本件支出について形式上は総務費から支出されているものの、実質

的には衛生費及び教育費に属する備品であると主張しているが、「第２、４の事

実関係の確認」において前述したとおり、流用とは一定の目的に充てた経費を抑

制して、その財源を他の支出費目の増額に充当する行為であると解せられ、本件

支出においては、すべて（款）２総務費、（項）１総務管理費、（目）４財産管理

費、（節）１７備品購入費から支出されているものであり、請求人が違法な流用

であると主張する財務会計上の行為は見受けられず、この主張は採用することが

できない。 

（２）分割発注による随意契約の違法について 

イ 第２、５（２）イ（イ）及び（ロ）の防犯カメラの購入については、そもそ

もの購入動機が（イ）については、定期監査における監査委員の要望事項であ

り、また、（ロ）については庁舎管理における問題点を解決しようとしたもの

であり、その購入動機の差異及び購入期日の隔たりに鑑みても、規則の随意契



約の規定の範囲内に納め一般競争入札を回避するために、同時に購入できたも

のをあえて分割して簡易な手続きが可能な随意契約により契約したとの合理的

な理由はないものであり、適法の範囲内であると考えられる。 

ロ 第２、５（３）イ（イ）から（ニ）までの事務机等の備品購入については、

支出負担行為の期日、契約日及び契約の相手方が同一であることに鑑みると、

４つの契約ではなく一つに取りまとめた契約方法も検討すべきであったと考え

られる。 

  特に、所管の担当職員が後になって熟慮すれば契約の取りまとめが可能と考

えることができたことや、本件の備品購入が至急案件とは思われないことなど

からすれば、他にもより良い方法があることに気づいたことが可能性として考

えられるが、時期は不明なもののそれぞれ別の所管から事務机等の備品の更新

依頼が個別になされており、当時の状況から別途の契約事項として処理したこ

とは恣意的ではなかったとの説明に鑑みれば、当該手続でなされた契約は適法

の範囲内で行われており、これをもって直ちに違法又は不当とはいえない。 

ハ 上記イ及びロの随意契約において、防犯カメラの購入については、先に述べ

たとおり２つの契約を一つに取りまとめることは行政執行上合理的であるとは

考えられず、また、事務机等の備品購入については、契約手法においては熟考

せずに短絡的なものではあったと認められるものの違法又は不当であるとはい

えないことから、市に損害を与えたとまではいうことはできない。 

（３）したがって、本件監査請求については、請求に理由がないものと認め、これを

棄却する。 

２ 監査委員の意見 

監査委員の判断としては上記のとおりであるが、行政として課題であると捉えるべ

き点があることから、次のとおり意見を述べるものである。 

事務机等の備品購入において、それぞれの所管から要望のあった同種の備品購入を

取りまとめ、一般競争入札に付するという発想を持たず、それぞれ別個の契約と捉え

随意契約として執行したことは、契約事務を主管する課として大いに熟慮に欠けてい

たものと言わざるを得ない。契約方法における検証は厳密に行われるべきものであ

り、今後とも法第２３４条の主旨を厳守した契約を執行すべきである。 

また、市長においては、自らの政策に基づく物品の購入などに関し、市費であるの

か補助金であるのか等支出の財源についてもさらに深く認識いただいた上で、厳格な

事務の執行につき、所管職員に対しても指示及び指導を徹底されたい。 

本件住民監査請求においては、違法又は不当であるとの判断までには至らなかった

ものの、合理的ではないと判断される契約方法及びいかなる所管課において備品購入

を行うのか等統一性に欠けるなど、今後において市全体で検討を要する課題が見受け

られるため、公費使用の意識と高度な遵法精神により一層良好な市政の運営に寄与さ

れたい。 


